
９　収入状況について　（税込み）

(1)下水道使用料等の収入状況

(2)不納欠損の状況

区　　分 調定額 収入額 未収入額 収入率 不納欠損額

下水道使用料の収入率は現年度分が90.3％で、繰越分が93.2％となっている。前年度と比較

すると、現年度分は0.1ポイント、繰越分は0.7ポイント下回っている。

受益者負担金の収入率は現年度分が98.3％で、繰越分が18.8％となっている。前年度と比較

すると、現年度分は0.1ポイント、繰越分は6.3ポイント下回っている。

収入状況の内訳は次のとおりである。

（単位：円、％）

現

年

度

分

営 業 収 益 728,917,005 683,044,023 45,872,982 93.7

283,039,350 2,701,393 99.1

営 業 外 収 益 975,929,898 927,975,794 47,954,104 95.1

0

その他の営業収益 320,000 320,000 0 100.0 0

0

下水道使用料 442,856,262 399,684,673 43,171,589 90.3 0

他会計負担金 285,740,743

0

特 別 利 益 0 0 0 －

受益者負担金 45,073,070 44,323,980 749,090 98.3 0

0

計 1,704,846,903 1,611,019,817 93,827,086 94.5 0

0 100.0 0

328,288

下水道使用料 46,130,226 42,999,610 3,130,616 93.2 328,288

他会計負担金 3,020,926

営 業 収 益 49,151,152 46,020,536 3,130,616 93.6

3,020,926 0

1,026,840

合　　　計 1,808,864,958 1,707,185,616 101,679,342 94.4 1,355,128

54,051,635 50,921,019 3,130,616 94.2 328,288

受益者負担金 4,893,350 920,800 3,972,550 18.8

繰

越

分

100.0

計

0

営 業 外 収 益 4,900,483 4,900,483

ている。受益者負担金では消滅時効によるもの（2人）が最も多くなっている。

下水道使用料の不納欠損処分額は328,288円で、前年度と比較して154,573円（89.0％）の増

となっており、対象者は23者（うち個人22人、法人1社）で、前年度と比較して6者の増と

なっている。

受益者負担金の不納欠損処分額は 1,026,840円で、前年度と比較して 856,140円の増

となっており、対象者は3者（人）で、前年度と比較して1者の増となっている。

不納欠損の理由を見てみると、下水道使用料では無届転居によるもの（13人）が最も多くなっ
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１０　補てん財源について　（税込み）

１１　予算議決事項について　（税込み）

職 員 給 与 費 61,812,000 58,018,692 -3,793,308

企 業 債 1,083,700,000 950,100,000 -133,600,000

一 時 借 入 金 600,000,000 0 -600,000,000

ない経費については、いずれも議決されたところに従って適正に執行されている。

（単位：円）

区　　　　分 議　　決　　額 執　　行　　額 比　較　増　減

上記の表にある補てん財源は、上から順に補てん財源として使用することになっており、当

該年度で補てんに使用する額が補てん財源額を下回り、残った場合は翌年度に過年度分として

使用することができるものである。本年度は、補てん財源額が1,799,732,672円に対し、

資本的収支の不足額は531,633,734円であり、残り1,268,098,938円が翌年度に繰り越される

ことになる。

予算第６条企業債、第７条一時借入金、第９条議会の議決を経なければ流用することができ

当 年 度 分 未 処 分 利 益 剰 余 金 238,034,260 0 238,034,260

計 1,799,732,672 531,633,734 1,268,098,938

資 産 減 耗 費 52,809

長 期 前 受 金 戻 入 -381,185,346

当 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 509,231,170 0 509,231,170

減 価 償 却 費 890,363,707

当年度分消費税及び地 方消 費税 資本 的収 支調 整額 9,849,280 9,849,280 0

過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金 816,448,242 295,614,734 520,833,508

区　　　分 補てん財源額 補てん額 残　　額

減 債 積 立 金 226,169,720 226,169,720 0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額（差引決算額）531,633,734円は、損益勘定の

現金支出を伴わない費用である減価償却費等や減債積立金等の内部留保資金で補てんされる。

　内訳は次のとおりである。

（単位：円）

（年度）
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